
秋田市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年２月４日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第３号

秋田市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

秋田市児童福祉法施行細則（平成９年秋田市規則第30号）の一部を次の

ように改正する。

第１条の２第１項、第３項および第４項中「医療費支給認定保護者」の

次に「又は医療費支給認定患者」を加える。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。


